
歴史が好きだったし、法学部に行こう
か文学部に行こうか迷っていたんです。

ただ、こんなことを言ったら文学部の
先生に怒られるかもしれないんですけど、
親と相談したら「文学部に行って歴史を
勉強しても、その先どうする？ 金にな
らんぞ。食っていかなあかんぞ」と言わ
れたんです。

法学部に関しては、私の父親が税金関
係の仕事をやっていたので、家で仕事を
しているのも見ていましたから、そうい
うのも面白いかなっていう感じもしてい
ました。

それで、当時大変お世話になっていた、
京大の文学研究科出身の社会科の先生に
相談したんですよ。そうしたら、「法学
に関心があって歴史もやりたいって考え
るなら、そりゃ文学部より法学部に行っ
た方がいいんじゃないか」って言ってく
ださって、それなら、高校ではあまり勉
強できない分野ですし、法律っていうも
のをやってみようかなと思うようになっ
たんです。

いろいろあります。一つは、外国人で
研究をしている方が京大の法学研究科に
いらっしゃっていて、その方がたまたま、
私が入っていたエスペラント語のサーク
ルに顔を出されたことがあるんです。そ
んなこともあって、その方のチューター
を引き受けることになったことが思い出
深いですね。というのは、それがあった
から今学者の道に進んでいるようなもの
なんです。

もう一つは、３回生が終わった頃、１ヵ
月かけてプランも立てずに行き当たり
ばったりで友達とヨーロッパを回ったこ
とですね。本当によかったです。人生観
変わりましたよ。日本って狭い、この中
だけで考えてたらダメだって思いまし
た。いろんな社会があるんだってことが
わかって面白かったし、今でもあの時期
に行ってよかったなあって思います。観
光でもいいから短期でも長期でも外国に
行った方がいいですよ。そうしたら、違
う国の文化とか社会とかを見ることがで
きるので。

３回生ですね。当時はそこまで考えて
いたかわかりませんが、今振り返ると研
究者になったポイントは２つぐらいあり
ますね。一つは、授業を聞いたり教科書
を読んだりしてて、「あっ、面白い」っ
て思うことがあるじゃないですか。この
先を見てみたいって思うことがあったん
ですよ。この先ちょっと突き詰めるとど
んな世界が広がっているんだろうってい
うことを考えることが。

もう一つはね、その時にちょうど京都
大学の法学研究科が大学院入試を改革し
たんです。学部の専門科目である程度の
点数を取っていれば、試験なしで大学院
に行くことができる制度ができたってい
うのを聞いていたんですよ。その時に、
私がチューターをやっていた、さっきの
留学生の先輩に「研究者になったらいい
んだ」、「楽しいよー」って言われて、研
究者っていう道あるんだと思ったんです。
それでゼミの先生にも相談して、結局、
大学院に入って、今研究者になっている
と、そういう状況ですね。

第１条　なぜ法学部に？ 第２条　学生時代の思い出   
研究者になろうと
思ったのはいつ？
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第３条

1

後期始まった私へ。がんばれ。� （経・１　ぐく）
⇒後期始まったあなたへ。これからも夜更かししてね。� （悪魔のささやき；編）

編集現場を興味10割で見に行きたい。� （医・１　D）
⇒殺伐としているのでお勧めできませんよ。� （今からでも編集部に入れるのでぜひご連絡ください。；編）



もうちょっと深めてみたい、という関
心さえあれば、理系文系で違いはなく、
向き不向きはないと思います。

ただ、学者として研究を続けていける
かどうかっていう方がむしろ問題で、そ
こでこういう方が向いているんじゃない
かっていうのは個人的にはあるんです。

研究っていうのは、面白みをもってや
らなきゃ、いいものができないと思うん
です。ところが、それが趣味になっても
らったら困る。趣味でやるなら評論家や
エッセイストになったらいいんですよ。
自然科学も社会科学も一緒ですけど、学
者っていうのは、その時々の人、あるい
は将来生まれてくる人に対してどういう
メッセージ・ビジョンを示すかっていう
のが最大のミッションですから、趣味だ
けじゃなく、自分がやっていることがは
たして社会にとってどういう意味を持つ
か、これを考えなきゃだめなんですよ。
楽しければよい研究が生まれるとかいう
のは夢物語だし、自己満足に過ぎないと
思うんです。

す。それに加えて、原発事故のような従
来あまり考えてこなかった事態も起こっ
ています。そんなことが起きた時に、今
までの理論では十分に対応できないこと
があって、それを自分の頭を使って考え
てみようかなと思うことはあります。

他方で、民法は100年間抜本的な改正
をあまりやってこなかったのが、近頃国
の方で改正しようとしているんですね。
その中で、単に法律の解釈だけではなく
て、国の立法にもある程度発言をして、
言いたいこと、考えていることを伝えて、
検討してもらうっていうこともしていま
す。それが学者としてのミッションであ
り、こういう立場にある人間の責任だと
思っているんです。

研究活動としては、やっぱり文献調査
が多いです。それから裁判例とか実務で
どういう動きがあるのかの調査。あと、
先ほど言った立法の場合は、国との、あ
るいはそれ以外のいろんな団体との間で
の研究交流。こんなのがほとんどです。

学生の目を見ること。それだけです。
学生さんがどういうところに関心を持つ
かを知りながら、私の方も関心を持って
もらいたい所をわかってもらうような形
で授業はしたいと思います。私は、最初
から最後まできちんとしたレジュメを作
ろうとは考えてないんです。できれば、
自分がそうだったように、どこでもいい
のでこの先見てみたいなあとか、どうな
るんだろうっていうのを考えるきっかけ
にしてもらいたいな、そういう風につな
げていけたらいいのかなとは思いますね。

今は副学長をやっているから、研究時
間はほとんどありません。

でも基本的に、今までずっと研究して
きた契約法とか不法行為法とかの理論を
もう一度体系的に組み直して、どんな制
度がそれぞれどんな関係にあるのか、具
体的なルールにどういう風につながって
いるのか、そこに綻びはないのかを体系
的に再編成し再構築するということを
やっていますね。

たとえば、従来の不法行為法の理論は
人損とか物損と呼ばれる領域を中心に研
究してきたんですよ。けど、近頃の社
会って、金融商品を買わされて損をした
とかいう経済関係での不法行為っていう
ものが非常に重要になってきているんで

法学部生にとってみたら、社会に出た
時には、労働法とか税法、あるいは経済
法、さらに企業に就職する人は会社法、
この辺りの知識が役に立ちます。でも、
本当に困った時は、法律を勉強した人の
センスで物事を捉えていくことが大事に
なりますから、学部生の間は基本的なこ
と、憲法とか民法とかの思考様式を学ん
でおく方がいいと思いますね。

それから、法学部以外の人が法律を見
てみたいと思ったら、1回ぐらい憲法の
条文を眺めるなり、やさしい憲法の話が
書いてある本でも読むのがいいと思うん
です。短い条文ですけど、皆さん意外に
憲法を読んでいないんです。あとは、家
族法をやっときなさいということです
ね。将来結婚するかもしれない、子供が
できるかもしれない、親族が亡くなって
相続っていう話も出てくるかもしれない。
そういう時に、一番身近なのが家族法
だっていうのがよくわかります。家族法
ぐらいは、ハウツー本でもいいから読ん
でおいた方がいいかもしれないですね。

▲潮見先生の研究室の本棚。民法以外の分
野の本もたくさんある。他分野を研究する
のは、子どもの頃、歴史が好きだったこと
も関係しているという

今まで自分がやったものをもう少し質
のよいものに変えてみたいなという思い
がありますね。企業とか被害者団体とか、
あるいは個々の法曹の方々と一緒に意見
交換をしたり、あるいは審議会に入った
りといった形で新しい問題に関わる度合
いが増えてくると、それに対応する形で
の協力が求められます。その中で学者と
して、理論として何かを示していかな
きゃいけないっていう意識はありますし、
社会の動きとかを踏まえて何かを示すと
いうことができる恵まれた環境が幸いに
もあります。そうした中で、これまで自
分としてはよく考えてもわからなかった
ところをもう一度自分の頭で考えてみた
いです。それから、法制審議会にも関わ
ることができていますから、ちょっとで
も国の立法がいい方向になるように発信
をしたいって思っていますね。

民法こそ先が見えなかったからです。
授業も面白かったんですけど、さらに先
を見てみたいって思ったんですよ。民法
の債権総論の授業で３人の先生の話を聞
いたことがあるんです。学説の対立、結
論の対立、考え方の対立はどこでもある
けど、なぜそうなるのか、当時の先生が
一言ずつおっしゃっていて、その説明が
全部違うんです。なんだろうこれって
なったんですよ。同時に、これでいいの
かとも思ったんですよね。法律は誰かに
適用して問題解決をするものなのに、そ
の結果がこうも変わっていいのか、考え
方がこうも変わっていいのかと思うとこ
ろもあって、民法を研究したいと思い始
めました。

第４条　なぜ民法の研究を？
どういったことを研究
をされているのか？

第９条　これからについて

第８条　学ぶと良い法律
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第５条

どういった人が研究者
に向いているか？第６条

授業の際に意識して
いること第７条
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オリンピックのチケット当選せず� （他　みやま）
⇒おめでとうございます。はみだしに当選しましたよ。� （えっ、そういうことではない……？；編）

ツモ！！！� （工・院　桂坂のクマ）
⇒リーチ、一発、ツモ、タンヤオ、ドラドラ� （跳満です。；編）



て変わる、社会によって変わるというこ
とが、あっていいと思うんです。憲法的
なものとして基本的な形を作っているも
のだから、軽々しく変えちゃだめじゃな
いかという意見の方が日本では多いと思
います。でも、市民の価値観は変わりま
すから、時代に応じた市民の意識を反映
した民法であるべきじゃないか、その方
向で改正した方がいいんじゃないか、と
いう考えがありますね。典型例で言うと、
婚姻制度だって、LGBTの問題とかある
じゃないですか。そういうものについて
何も対処してない。これでいいんです
か。やっぱり意識は変わってくるんだか
ら、人の社会も変わってくるんだからそ
こは柔軟に考えていかなければいけない
んじゃないのって思いますけどね。

かわいそうな事案も見たし、逆にかわ
いそうだからってルールを変えちゃいけ
ないっていうのも見ました。それをやっ
ちゃうとその問題を解決するためにはい
いけれども、別の問題についてこのルー
ルが一人歩きするって言うのがリスクと
してあるんですよ。そういうのに気がつ
いた時は、それはやめた方がいい。他に
いくつでも解決方法を考えることはでき
るので、そこは慎重にならないとね。

ついてはよく知っていますという人たち
がいても、不動産の登記って相続が絡み
ますよね？ その人達は相続法について
詳しく知っているとも限らない。また、
不動産登記法についての改正をしたらそ
れが不動産じゃない点、たとえば預貯金
とかそれ以外の財産にもルール変更をも
たらすことがあるというのがわからずに、
前がかりになって意見をおっしゃること
があるんです。少なくとも他の分野につ
いてもやっているつもりの私からすると
それは止めなければいけないし、他のと
ころに対する影響はきちんと考えて立法
してくださいねっていうのは言っていか
なきゃいけない。なので、それは意識し
ていたのかな、と思いますね。

あまりないです。ただ、学者としての
委員ですから、少なくとも今までの理論
についての間違った理解から出た提案と
か説明だけは正していかなきゃいけない
と思っていますし、実際それはやってい
るつもりです。

それと、今は審議会のそれぞれの分野
に精通した人が委員として集まっていま
す。ところが、ある分野に精通している
人が、隣接分野とかについて知っている
かと言われると必ずしもそうじゃない時
があるんです。たとえば不動産の登記を
どうしようかって時に、不動産の登記に

自分の人生ですから、人に迷惑をかけ
ないのであれば、自分がやりたいことを
やりなさいということです。京大ってそ
んなところなんだから。

もう一つは周りにいろんな友人やクラ
スメイトがいると思うんで、傷つけんよ
うにしときや、人のことわかりや、って
ことです。自分と人は違うから、共感し
てくれることはあるけど自分と同じよう
に考えてくれるってのはないですから。
一人一人がやっている事については尊重
してあげなきゃいかんよというとこがあ
るでしょうね。難しいけどね。

好きにやりなさい、その代わり迷惑か
けたら責任とりなさいよってことですね。

－お忙しい中、ありがとうございました。

民法って、私たちの生活の中の憲法み
たいなもの、基本的なルールじゃないで
すか。なので、市民にわかりやすい形で
示さなきゃいけない。それと同時に、民
法って裁判になったときに使われるもの
なので、ほとんど同じことが問題になっ
ていて同じ事実なのに、ルールの読み方、
条文の読み方によって結論が変わってし
まうというのはよくない。だから裁判に
持ちこたえられるだけの精密さ、客観性
というものを備えていなきゃならない。
けど、これって矛盾するんですよね。

そうなると、わかりやすくしたいので
あれば、学者とか実務家が、裁判になっ
て紛争を解決する時にそれを補うだけの
ものを責任を持って解釈で作り上げてい
かなきゃいけない。逆に精密に書いた部
分については一般市民にわかりやすいよ
うな解説を責任を持ってやらなきゃいけ
ない。そういう形であるべき民法と研究
者の役割っていうのを分担し合いながら、
あるいは一緒に考えながら、将来の民法
をよくしていかなければならないと思い
ます。

それともう一つは、民法は時代によっ

いっぱいありますよ。法制審議会は、
ある時期から、一般の国民の声を入れよ
うということで、産業界の代表・消費者
の代表あるいは一般市民に関わるような
代表・労働組合の代表・金融界の代表と
かを必要に応じて入れるという構成メン
バーの変更をしたんですよ。そうなると、
そうした法律家じゃない人に対して制度
ルールがこうだって、説明するのがもの
すごく難しい。説明したからわかっても
らえるというわけではないし。

それと、民事の法制審議会は全員一致
主義ですから、どこかの委員が反対って
言って貫かれたら、改正できない。じゃ
あ、どこまで説明をすれば納得してもら
えるのかを協議するのがしんどいです。

第11条　民法改正の苦労

法制審議会で意識し
ていること

第12条　民法のあるべき姿 第13条　京大生にメッセージ
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▲潮見先生は、債権法改正をはじめとする数
多くの法制審議会に参加してきた。そのため、
民法改正についての書籍を多数書かれている

第10条

54

秋はありますか？� （薬・６　燐）
⇒10月はもう秋の気候と信じたい……。� （秋はありますが私の春は遠そうです。；編）

友人が清水寺で３年連続「凶」を引くほどの運を持ってる� （農・院　てんぱ）
⇒それは「凶」運を持ってますね。� （ある意味すごいことです。；編）


